
小甲実告示第１号  

 

 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり参加申込書

及び企画提案書の提出を招請する。 

 

  令和６年４月１９日 

 

小江戸甲府の夏祭り実行委員会 

会長 雨 宮 正 英 

 

１ 業務名 

第６回小江戸甲府の夏祭り関係業務＜企画運営＞ 

２ 業務概要 

  令和６年８月１１日（日）の山の日はお盆休み直前の三連休であり、故郷へ

の帰省や旅行等による人の移動の活発化が期待できる。これを好機に「小江戸

甲府の夏祭り」を開催し、交流人口の増加による地域の活性化を目指す。 

３ 履行期間 

  契約締結日から令和６年９月３０日（月） 

４ 参加資格要件 

   このプロポーザルに参加できる者は、甲府市の物品供給競争入札参加資格の

認定を受けている者で、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。ただ

し、共同企業体の場合は、構成員全てが甲府市の物品供給競争入札参加資格の

認定を受けているものとし、第１号の要件は代表者が満たすもの、第２号から

第６号の要件は代表者及び構成員が全て満たすもの、第７号の要件は代表者ま

たは構成員のいずれかが満たすものとする。 

⑴ 甲府市内に本店又は営業所を有する者であること。 

⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず

れにも該当していない者であること。 

⑶ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律

第２２５号）に基づき更生手続き開始又は民事再生手続き開始の申立てがな



されている者でないこと。 

⑷ 本業務に係る公募の日から契約締結日までの間に、甲府市建設工事等請負契

約に係る指名停止等措置要綱又は甲府市物品供給（入札等）制度要綱に基づ

く指名停止を受けている期間が含まれていないこと。 

⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこ

と。また、法人であってその役員が暴力団員でないこと。 

⑹ 市税の滞納がない者であること。 

⑺ 令和元年度から令和５年度までに、国又は地方公共団体等が発注した類似業

務を履行した実績を、元請けとして１件以上有していること。 

 

５ 手続等 

   甲府市ホームページにて、「公募型プロポーザル実施要項（以下「実施要項」

という。）」「提出書類様式集」「仕様書」等の関係書類を公表するので、適宜ダ

ウンロードすること。 

   参加申込や提出期限及び提出先については、実施要項を参照すること。 

 

６ 連絡先 

〒400-8585 山梨県甲府市丸の内一丁目１８番１号 

小江戸甲府の夏祭り実行委員会事務局（甲府市産業部商工観光室観光課内） 

担当 今福、渡邊、三澤 

ＴＥＬ  ０５５－２３７－５７０２ 

ＦＡＸ  ０５５－２２７－８０６５ 

電子メール sangkaka@city.kofu.lg.jp 
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